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平成 20 年 1 月 
国立大学法人長崎大学 

 
 
 
１．随意契約の見直し計画 
（１）平成１８年度において、締結した随意契約について点検・見直

しを行い、以下のとおり、随意契約によることが真にやむを得ない

ものを除き、直ちに一般競争入札等に移行するものとし、遅くとも

２０年度から全て一般競争入札等に移行することとした。 
 
【全体】 

平成１８年度実績 見直し後 
  

件数 金額（百万円） 件数 金額（百万円） 

（ ２％） （ １％）事務・事業を取り止めたもの 

（１８年度限りのものを含む。） １ ６

（  ７％） （ １２％）
競争入札 

４ １１４

（ ２９％） （  ２５％）

一
般
競
争
入
札
等 

企画競争 
（  ２８％）

１６ 

（ ２３％）

２２５ １７ ２４２

（７２％） （７７％） （  ６２％） （  ６３％）
随意契約 

４２ ７５５ ３６ ６１８

（100％） （100％） （100％） （100％）
合   計 

     ５８        ９８０      ５８        ９８０ 

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの 

（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある 
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【同一所管法人等】 
平成１８年度実績 見直し後 

  
件数 金額（百万円） 件数 金額（百万円） 

０（  ％） ０（  ％）事務・事業を取り止めたもの 

（１８年度限りのものを含む。）  

（  ％） （  ％）
競争入札 

０ ０

（  ％） （  ％）

一
般
競
争
入
札
等 

企画競争 
（  ％）

０

（  ％）

０ ０ ０

（100％） （100％） （１００％） （１００％）
随意契約 

１５ ２３９ １５ ２３９

（100％） （100％） （100％） （100％）
合   計 

     １５         ２３９  １５        ２３９ 

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの 

（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある 

 

【同一所管法人等以外の者】 
平成１８年度実績 見直し後 

  
件数 金額（百万円） 件数 金額（百万円） 

（ ２％） （ １％）事務・事業を取り止めたもの 

（１８年度限りのものを含む。） １ ６

（  ９％） （  １５％）
競争入札 

４ １１４

（  ４０％） （  ３３％）

一
般
競
争
入
札
等 

企画競争 
（  ３７％）

１６ 

（ ３０％）

２２５ １７ ２４２

（６３％） （７０％） （  ４９％） （  ５１％）
随意契約 

２７ ５１７ ２１ ３７９

（100％） （100％） （100％） （100％）
合   計 

     ４３        ７４２      ４３        ７４２ 

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの 

（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある 
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２．随意契約見直し計画の達成へ向けた具体的取り組み及び移行時期 

平成２０年１月までに、以下の措置を講じ、随意契約によること

が真にやむ得ないもの以外、遅くとも平成２０年度から一般競争入

札等に移行。 
 
（１）総合評価方式の導入拡大 
 ① 情報システム、公共工事の設計業務等、既に総合評価落札方式

が導入されているものに加え、総合評価落札方式によることが必

要と考えられる分野についても、総合評価落札方式による一般競

争入札の拡大を図る。 
 ②総合評価方式による一般競争入札マニュアルの作成 
   一般競争への移行を支援するための業務マニュアルを作成し、

仕様書や評価項目・評価基準の設定等の各種入札手順を具体的に

示す。 
  （平成２０年３月を目途に作成予定） 
   
（２）複数年度契約の拡大 

研究開発やシステム関連等の複数年度にわたる契約については、

法令・例規及び会計上の観点から検討を行い、複数年度契約を拡

大する。 
 
（３）入札手続きの効率化 

一般競争入札の拡大に伴う業務量の増加を勘案し、電子入札の

拡大等について検討を行う。 
  
（注）個別の契約の移行時期及び手順については、「随意契約の点検・

見直しの状況」に記載 
 
 
３．その他 

    
 


